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附則

わたしたちのまち下野市は、良好な住環境をもつ市街地と、緑豊かな農村集落

が共存するまちです。

遠方に雄大な日光連山や筑波山を望み、南北には姿川、田川、鬼怒川が悠久の

流れをたたえ、広大な平地が育まれてきました。風や光は空の広い大地に降り注

ぎ、関東平野の豊かな土壌や、河川や地下水などの豊かな水資源が生産量日本一

を誇るかんぴょうなど農産物を実らせます。

下野市広域に築造された古墳群、奈良時代に建立された下野薬師寺戒壇院及び

下野国分寺・国分尼寺跡、中世に築造された児山城・薬師寺城・箕輪城跡などの

歴史的遺産が先人たちの英知とたゆまぬ努力により脈々と受け継がれてきまし

た。

また、古くは東山道、近世には日光街道の宿場町として栄えたほか、近代には

国道や鉄道がいち早く敷設されるなど、下野市は、古来交通の要衝として発展し、

物資や人びとの交流が行われてきました。こうした文化は、現代にも息づき、歴

史・文化などを共有する国内外の都市との交流が盛んに行われています。



更に、近年は、自治医科大学を中心に医療体制や研究機関が充実し、安全・安

心なまちとして発展を続けています。

しかし、地方制度・行財政に関する国の制度改革、平成の市町村大合併、少子

高齢化・人口減少などの時代背景や社会変化による影響をわたしたち市民も受け

ています。

そうした中、下野市は、平成１８年１月１０日、明治期以来の郡を越境した３

町の対等合併により誕生したことから、三つの地域を越えた新市の自治体運営や

まちの在り方を、市民一体となって創り出していかなければなりません。

また、わたしたちは、平成２３年３月１１日の東日本大震災を教訓として、非

常時に備えた防災体制の強化だけでなく、平常時からの多様なコミュニティづく

りなど、自治の基礎づくりの大切さを学びました。

これからは、自然・歴史・文化などの恵まれた下野市の特性を更にいかし、人

びとの営みを次世代へ引き継がなければなりません。そして、多様な世代が生き

生きと暮らし、自律した市民による自立したまち、故郷として誇れるまちを目指

し、下野市民憲章にうたうまちづくりを進める必要があります。

そのためには、市民、議会及び市がそれぞれの責任と役割を自覚し、「人権尊

重」、「情報共有」、「市民参画」を基本原則とし、協働の精神のもと共に力を合わ

せて、明日の下野市を創造するための仕組みが必要です。

ここにわたしたちは、下野市の自治の理念である「市民が主役のまちづくり」

を推進するため、下野市における自治の最高規範として、下野市自治基本条例を

定めます。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市

民、議会及び市の役割及び責務並びに自治の基本原則を定めることにより、地

方自治の本旨に基づくまちづくりを実現することを目的とする。

（位置付け及び最高規範性）

第２条 この条例は、市政の基本事項について本市が定める最高規範であり、他

の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を

図るものとする。



２ 市民、議会及び市は、この条例を遵守しなければならない。

（定義）

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

（１） 市民 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び事業者をいう。

（２） 議会 議会及び議員をいう。

（３） 市 市長及び市の執行機関をいう。

（４） 参画 まちづくりに主体的に参加し、行動することをいう。

（５） 協働 市民、議会及び市が共通課題を解決するためにそれぞれの役割

及び責任を対等な立場で、協力して活動することをいう。

第２章 自治の基本理念及び基本原則

（自治の基本理念）

第４条 市民が主役のまちづくりを推進することを基本理念とする。

２ 市民、議会及び市が協働によるまちづくりを推進することを基本理念とする。

（基本原則）

第５条 第１条の目的を達成するため、市民、議会及び市は、次に掲げる基本原

則に基づき、まちづくりを推進するものとする。

（１） 市民、議会及び市は、一人ひとりの基本的人権を尊重する。

（２） 市民、議会及び市は、互いに市政に関する情報を共有する。

（３） 市政に市民の参画の機会が保障されており、また、その参画を図るた

めの取組を議会及び市は、積極的に推進する。

（情報提供）

第６条 議会及び市は、その保有する情報について市民との共有財産であるとの

認識に立ち､積極的に、かつ、分かりやすく市民への情報提供に努めるものと

する。

（情報公開）

第７条 議会及び市は、市民の情報公開請求に対して、市民の知る権利を保障し、

適切に情報を公開するものとする。

２ 前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

（個人情報の適正な取扱い）



第８条 議会及び市は、保有する個人情報を適正に取扱い、個人の権利及び利益

を保護しなければならない。

２ 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

（参画）

第９条 市は、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障しなければなら

ない。

２ 市民は、まちづくり及び市政に関心や問題意識を持ち、積極的な参画に努め

るものとする。

（協働）

第１０条 市民、議会及び市は、まちづくりを推進するために、それぞれの立場

を理解し、目的を共有し、相互に依存することなく力を合わせて、その実現に

努めるものとする。

２ 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するために、必要な支援を行わ

なければならない。

（子どもの参画）

第１１条 市民、議会及び市は、子どもを下野市の未来を担う地域の宝として育

てるとともに、子どもがまちづくりに参画する機会を積極的につくり、その意

見を尊重するものとする。

第３章 市民及びコミュニティ組織

（市民の権利）

第１２条 市民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。

（１） 安全かつ安心な生活を営むことができること。

（２） よりよい行政サービスを享受することができること。

（３） 議会及び市に関する情報を知ることができること。

（４） 議会及び市に対し意見及び提案を表明することができること。

（５） まちづくり及び市政に参画する機会を得ることができること。

（市民の責務）

第１３条 市民は、次に掲げる責務を有するものとする。

（１） まちづくりの参画に当たり、自らの発言及び行動に責任を持つこと。

（２） 人権を尊重し、他の個人としての尊厳を侵さないこと。



（３） 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。

（コミュニティ組織の責務及び支援）

第１４条 コミュニティ組織（市民活動団体を含む。）は、適正な団体運営を行

うとともに、自らの責任のもと、市民活動を推進し、その活動が広く市民に理

解されるよう努めるものとする。

２ コミュニティ組織は、まちづくりの主体としての役割を認識し、協働のまち

づくりへの理解及び協力に努めるものとする。

３ 市は、コミュニティ組織による活動について、公益性及び公平性に配慮して、

その自主性及び自立性を損なうことのないよう、支援するものとする。

（事業者の権利及び責務）

第１５条 事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、自

然環境及び市民生活に配慮した事業活動を推進するとともに、公益的な活動へ

の積極的な参加及び地域社会づくりに寄与するものとする。

第４章 議会

（議会の役割、責務、運営等）

第１６条 議会は、重要な政策の意思決定をし、政策を立案し、及び提言し、市

政運営を監視するなど、その権能を十分に発揮しなければならない。

２ 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に把握し、かつ、

議員間の討議を尽くすよう努めなければならない。

３ 議会は、市民の信頼に応え、公平性及び透明性を確保し、常に説明責任を果

たすものとする。

４ 議会の役割、責務、運営等に関し必要な事項は、別に条例で定める。

（議員の責務）

第１７条 議員は、市民全体の代表者として、公正かつ誠実に議員活動を行い、

市民の信頼に応えなければならない。

２ 議員は、市政の適切な監視及び評価並びに政策提案のため、常に研さんに努

めなければならない。

３ 議員の責務に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第５章 行政

（市長の責務）



第１８条 市長は、市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営し、自治の基本

理念に応えるよう指導力を発揮しなければならない。

２ 市長は、地域社会、市民生活等の実態、変化等を中長期的かつ広域的に把握

して、市政に反映するよう、努めなければならない。

（職員の責務）

第１９条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市長の補助機関の一員として、自

治の基本理念の実現のために公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

２ 職員は、職務の遂行に当たって、必要な知識の習得及び能力の向上に努めな

ければならない。

（総合計画）

第２０条 市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するために、市の最上位計画

である総合計画を市民参画の下に策定し、かつ、定められた範囲で見直しを行

うものとする。

２ 総合計画の基本構想及び基本計画は、議会の議決により定めなければならな

い。

３ 市は、個別政策分野に係る計画を策定し、変更し、又は廃止するときは、総

合計画との整合を図るものとする。

（行政評価）

第２１条 市は、効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、行政評価を

実施するものとする。

２ 市は、行政評価の実施に際しては、市民参画を図り、その評価内容及び結果

を分かりやすく公表するとともに、市政運営に反映させるものとする。

（行政組織）

第２２条 市は、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的な業務の執行を進

めるため、機能的な組織体制づくりに努めるものとする。

（財政及び財務）

第２３条 市は、持続可能な財政運営を行っていくために財政計画を策定し、財

政の健全化を図るものとする。

２ 市は、財政状況を分かりやすく市民に公表するものとする。

（出資団体等）



第２４条 市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体

に対して、必要に応じ、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めな

ければならない。

２ 市は、前項の団体に対して、市の出資等の目的が効果的かつ効率的に達成さ

れるよう要請するとともに、公益上特に必要な場合には、必要な支援を行わな

ければならない。

（行政手続）

第２５条 市は、処分、行政指導、届出等に関する手続について、公正の確保、

透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。

２ 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。

（法務）

第２６条 市は、政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及

び運用並びに条例、規則等の制定改廃に積極的に努めなければならない。

（説明責任）

第２７条 市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至るまで

の過程について、市民に対する情報提供に努めるとともに、市民に分かりやす

く説明しなければならない。

（提案、要望、意見等への対応）

第２８条 市は、市民から提案、要望、意見等があったときには、速やかに事実

関係を調査し、対応しなければならない。この場合において、必要に応じ、積

極的にそれらを施策に反映させるように努めなければならない。

（公益通報）

第２９条 職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民

の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公

益通報に関する機関に通報しなければならない。

２ 市は、法令の定めるところにより、職員から行われる公益通報を受ける体制

を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な処置を

講じなければならない。

（危機管理）

第３０条 市は、市民の生命及び財産を守るために、災害等の緊急時を想定した



危機管理体制の構築に努めなければならない。

２ 市民及び市は、災害等の緊急時には、協力して対応しなければならない。

３ 市は、災害等の緊急時における市民との連携が有効に機能するように、定期

的に市民及び議会と協議して役割分担、仕組みづくり及び環境づくりについて

の見直しに努めなければならない。

４ 市民は、災害等の緊急時には、まず自助及び共助ができるように、日頃から

地域内の連携を図るものとする。

第６章 参加及び協働

（意見募集）

第３１条 市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に広く影響を与えるものにつ

いて、市民に情報提供を行い、広く意見を求めるものとする。

（１） 条例の制定又は改廃

（２） 計画の策定、変更又は廃止

（３） 施策の実施、変更又は廃止

２ 市は、前項の規定による意見を十分考慮し、意思決定を行うものとする。こ

の場合において、市は、当該意見及び意見に対する市の考え方を公表しなけれ

ばならない。

（委員の公募及び審議会等の公開等）

第３２条 市は、市が設置する審議会等（以下「審議会等」という。）の委員の

選任に当たっては、原則として公募による委員を含めなければならない。

２ 市は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を保ち、審議会等の設置

目的に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な要件に配慮しなければならな

い。

３ 市は、審議会等の会議を原則として公開しなければならない。

４ 市は、審議会等の開催情報、会議結果等を公表しなければならない。

（住民投票）

第３３条 市長は、市政に関する重要事項について、住民（住民投票を行う主体

をいう。）の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

２ 住民投票は、当該重要事項に関する情報が住民に提供され、熟議を経た上で

行われなければならない。



３ 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関して必要な事項

は、事案ごとに別に条例で定める。

４ 議会及び市は、住民投票の結果の公表に努め、当該結果を尊重しなければな

らない。

（人材及び組織の育成）

第３４条 市民、議会及び市は、市民が主役のまちづくりを推進するため、自発

的なまちづくりの担い手及び自律的なまちづくり組織が育つよう支援を行い、

その学習環境及び拠点の整備に努めるものとする。

第７章 連携及び交流

（広域連携）

第３５条 市は、広域化する行政課題に対して、近隣及びその他の市町村、県及

び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりを推進するものとする。

（国内交流）

第３６条 市は、歴史及び文化等を共有する他の市町村との交流を積極的に図り、

歴史及び文化等を大切にするまちづくりを推進するものとする。

２ 前項に規定する交流のほか、市は、災害等の緊急時に備え、他の市町村との

相互支援を積極的に推進するものとする。

（国際交流）

第３７条 市は、国際交流の文化を大切にするとともに、市民の国際交流活動の

支援に努めるものとする。

２ 市民及び市は、多文化共生社会の視点に立ち、敬愛と相互理解と学び合いの

精神を持って、国際交流活動に努めるものとする。

第８章 条例の実効性の確保

（見直し）

第３８条 市長は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとに、市政がこの条

例に基づいて行われているかどうかを市民参画の下に検証を行い、その結果を

踏まえ、条例の見直し及び市民が主役のまちづくりに関する政策について、必

要な措置を講ずるものとする。

２ 市長は、前項に規定する条例の検証を行うための機関を設置するものとする。

３ 前項に規定する機関に関し、必要な事項は、別に定める。



附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。


